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蒜山ミュージアム展覧会成果広報業務

真庭市久世地内

令和 8年 3月31日

令和7年年度に開催した蒜山ミュージアムの展覧会２回の成果広報業務

を委託するもの 

・成果広報印刷物（記録集・2種）の印刷製本 

・上記印刷物の封入及び発送

最低制限価格：設定なし

入札保証金：不要

契約保証金：契約金額500万円以上の場合、契約金額の100分の10以上

予定価格：事後公表

広告・宣伝(デザイン企画)

市内に事業所(本店又は営業所)を有する者

※支店・営業所の場合は、契約を委任されている者

別添仕様書の通り

(6) 入札制度

(1) 参加資格共通事項
公告の日から落札者が決定する日までの間、真庭市役務の提供に係る入

札参加資格者名簿に登録されている者であること。

(3) 営業所の所在地

(4) その他

(3) 履行場所

(4) 履行期限

(5) 業務概要

２　入札参加者に必要な資格に関する事項

(2) 参加資格業種

公　告

　真庭市は、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6第

1項の規定により、次のとおり公告する。

１　条件付一般競争入札(事後審査方式)に付する事項

(1) 管理番号

(2) 件　　　名



(1) 閲覧期間 公告日から令和 8年 1月 9日  9時00分

(2) 閲覧方法

真庭市ホームページに掲載

(窓口閲覧を希望する場合は、スポーツ・文化振興課

【TEL】0867-42-1178へ連絡すること。)

(3) 質問の受付期限 令和 7年12月24日 12時00分

(4) 質問方法
質問はメールで行うものとし、電話、郵送又は持参によるものは受け付けな

い。

(5) 質問書提出先 スポーツ・文化振興課　【メール】sportsbunka@city.maniwa.lg.jp

(6) 回答書の閲覧期間 回答可能となった日から令和 8年 1月 9日  9時00分

(7) 回答書の閲覧方法
真庭市ホームページに掲載

(窓口閲覧を希望する場合は、スポーツ・文化振興課へ連絡すること。)

令和 8年 1月 9日  9時00分

「入札参加申請書兼入札書」に「内訳書」を添付の上、財産活用課まで

提出のこと（郵便、持参いずれの方法も可）

令和 8年 1月 9日 10時00分

真庭市総務部財産活用課

落札者には電話等で通知するほか、結果を財産活用課窓口及び真庭市

ホームページで公表

〈入札・契約担当課〉

真庭市財産活用課（契約管理係）

TEL 0867-42-1174 / FAX 0867-42-1119

〈事業担当課〉

真庭市スポーツ・文化振興課

TEL 0867-42-1178 / FAX 0867-42-1416

(3) 執行場所

(4) 入札結果の公表

※　当該公告に定めるもののほか、入札に関する事項については「真庭市物品調達等条件付一般競争入札公告

共通事項」による。また、不明な点は次に示すところに問い合わせること。

(1) 入札書提出期限

３　仕様書等に関する事項

４　入札等

(2) 開札執行日時



蒜山ミュージアム令和 7 年度展覧会成果広報委託業務 

仕様書 

 

 

１ 業務名  

蒜山ミュージアム令和 7 年度展覧会成果広報委託 

 

２ 趣 旨  

本業務は、令和 7 年３月から 7 月にかけて開催した蒜山ミュージアムの展覧会

「大西伸明展」と、同じく 7 月から 11 月にかけて開催した展覧会「山本修司

展」の成果広報物（記録集）の印刷、および、この 2 つの展覧会の事後広報

（記録集の封入・発送）を委託するものである。 

 

３ 業務内容 

  本業務における業務の内容は次のとおりとする。なお、これら以外で必要と認

められる業務については、協議のうえ決定する。 

 

（１）印刷物の印刷  

 

1. 蒜山ミュージアム「大西伸明展」記録集の印刷 

デザインデータは、デザイン作成業者が電子データで提供する。 

   

・記録集の作成部数は 1,000 部とする。 

・仕上げ寸法は A5 変形判（W135 H210 ｍｍ）無線綴じ、本文 76 ページ、表紙 4

ページとし、本文前半 8 ページと後半 32 ページはモノクロ、他ページは 4 色カ

ラー印刷とする。また、用紙は本文のうちモノクロページを upi 上質 110kg（他

の上質紙は認めない）、カラーページをユーライト 110kg 相当（他のマットコー

ト紙は認めない）、表紙をヴァンヌーボ V スノーホワイト 235kg とする。ただし

前述のデザイン作成業者との協議によっては追加費用の発生しない範囲で、協議



の上変更する可能性がある。 

・文字・色校正１回。校正は本紙・本機校正とし、真庭市（スポーツ・文化振興課）

と真庭市が指定する者（出品作家 1 名とデザイナー1 名）に裁断せず 2 部ずつ提

出（指定する 2 名には郵送／京都府および滋賀県）のこと。校正は 1 部を除き返

却しない。 

 

※色校正についてはデザイン作成業者がデータの調整に協力する。また校正には最

大 7 日程度を要する 

 

・入稿予定日 令和 8 年 1 月上旬頃を予定 

・納品先 500 部を出品作家の指定する場所（滋賀県） 

残りは真庭市蒜山ミュージアム（真庭市蒜山上福田 1205-220）だ

が、下記（２）の封入、発送業務に必要な部数については、それに

適した場所を協議の上決定 

・納入期限 入稿から 35 日を経過した日（入稿日を含まない）の午後 5 時 

 

2. 蒜山ミュージアム「山本修司展」記録集の印刷 

デザインデータは、デザイン作成業者が電子データで提供する。 

 

・記録集の作成部数は 1,000 部とする。 

・仕上げ寸法は B5 判無線綴じ、本文 56 ページ、表紙 4 ページとし、本文 16 ペー

ジ（前後半 8 ページずつ）はモノクロ、他ページは 4 色カラー印刷とする。また、

用紙は本文を b7 トラネクスト 99kg、表紙をヴァンヌーボ VG スノーホワイト

195kg とする。ただし前述のデザイン作成業者との協議によっては追加費用の発

生しない範囲で、協議の上変更する可能性がある。 

・文字・色校正１回。校正は本紙・本機校正でとし、真庭市（スポーツ・文化振興

課）と真庭市が指定する者（出品作家 1 名とデザイナー1 名）に裁断せず 2 部ず

つ提出（指定する 2 名には郵送／岡山県、愛媛県）のこと。校正は 1 部を除き返

却しない。 



 

※色校正についてはデザイン作成業者がデータの調整に協力する。また校正には最

大 7 日程度を要する 

 

・入稿予定日 令和 8 年 2 月 5 日頃を予定 

・納品先 500 部を出品作家の指定する場所（愛媛県） 

残りは真庭市蒜山ミュージアム（真庭市蒜山上福田 1205-220）だ

が、下記（２）の封入、発送業務に必要な部数については、それに

適した場所を協議の上決定 

・納入期限 入稿から 35 日を経過した日（入稿日を含まない）の午後 5 時 

 

 

（２）封入作業、発送業務  

上記（1）で印刷した 2 種（大西伸明展・山本修司展）の記録集の封入作業と指定

配布箇所への送達。 

封入・発送物の仕分け、通数は別紙リストのとおりとする。送付先は真庭市よりラ

ベルにて提供する 

①記録集等封入作業 

・封筒は真庭市より提供する。送り状については定型的なもの（ゆうメールに同

封可能なもの）を真庭市が作成、データを提供し、受託者でコピーまたは印刷

する。 

・上記 2 展覧会の記録集を 1 部ずつ封入すること。ただし、内容物が保護される

範囲で封筒の一部を切開することは妨げない。 

・真庭市からの提供物（特に記録集）は厳正に管理し、残部が生じた場合は作業

終了後に返還すること。 

②発送業務 

・上記①で封入・梱包した送付物を、郵便、宅配便、メール便等で送付する。 

・発送が完了したら、送付方法、配達業者、発送日、通数等を速やかに真庭市に

任意の書式で書面により報告すること。 



・送付方法、配達業者は問わないが、受取側の事情による場合を除き、発送後概

ね 7 日以内に配達され、送付先の転居、受取拒絶、住所の誤り等により配達で

きなかった送付先について真庭市（スポーツ・文化振興課）に遅滞なく返送さ

れるようにすること。なお、いったん受託者の元へと返送された送付物を真庭

市に送付する方法も、遅滞なくできるのであれば可とする。 

 

・封筒等の提供期限 令和 8 年 3 月２日（月） 

・発送期限  令和 8 年 3 月 19 日（木） 

 

４ 守秘義務について 

  受託者は委託業務の遂行上知り得た情報は、受託業務遂行の目的以外に使用し、

または第三者に提供してはならない。本業務の契約が終了し、または解除され

た場合においても同様とする。 

 

５ 個人情報の取り扱いについて 

  受託者は委託業務の遂行上知り得た個人情報や法人情報については、受託者の

責任において厳重に管理するとともに、他の目的への転用、第三者への提供等

は絶対に行わないこと。また、業務完了後、受託者が保有する機器等にデータ

が残存している場合は、受託者の責任において確実にデータの破棄を行うこと。 

  提供した発送ラベル等は許可なくコピーや撮影、転記等をしないこと。上記 3

の（２）の送達業務を実際に行う業者等においても同様とする。 

 

６ その他 

・今回の業務委託により制作される成果物の著作権（著作権法第 27 条、第 28 条に

規定する権利を含む）、所有権等の権利は真庭市に帰属するものとする。 

・成果物は、真庭市が落札者に許可なく二次使用（印刷物の制作、ホームページへ

の掲載等）できるものとする。 

・その他この仕様に疑義が生じた場合、協議により決定するものとする。 



【別紙】_記録集発送（事後広報）業務_発送内訳.xlsx

大西伸明展 山本修司展

記録集 定型外：角形2号封筒 ～500g 350 1 1

封入物（記録集）

区分 サイズ 重量 通数 備考


